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愛鶏園木部農場を中心とした移動制限区域の一部解除について 

 

 

愛鶏園木部農場を中心とした移動制限区域につきましては，２回の清浄性

確認検査で清浄性が確認され，制限解除の条件が整いましたので，１２月１

８日（日）午前０時をもって，移動制限を解除します。 
なお，移動制限区内の鶏卵及び肉用鶏については，すでに出荷が認められ

ております。 
この解除により，残る移動制限区域は愛鶏園小川農場及び佐々木清繁小川

（第１・２）農場を中心とした区域となり，殺処分済みの鶏を除くと１２月

１６日時点で４４農場，約４０２万羽が移動制限の対象となります。 
 

 

 ・ 解除になる区域  愛鶏園木部農場(茨城町)を中心とした区域（一部除く）  

・ 解除予定日    平成１７年１２月１８日（日） 

・ 解除される農場数 １３戸 （内訳：採卵１０戸，ﾌﾞﾛｲﾗｰ２戸，採卵・ブロイラー1戸） 

・ 解除される羽数  約 132,000 羽 
【参考】 移動制限指定日 平成１７年１１月４日（金） 

 

 

 

 

資料提供 

平成１７年１２月１６日（金） 

農林水産部畜産課長  鹿志村 均

担当補佐：田中宏和（内３９８０）


